
国立大学法人東京農工大学テニュアトラック教員の任期に関する規程の一部改正 

国立大学法人東京農工大学テニュアトラック教員の任期に関する規程を次のとおり改正する。 

現行 改正 備考 

国立大学法人東京農工大学テニュアトラック教員の任期に関する規程 

平成２０年４月２８日 

２０ 教 規程第２４号 

 

第１条～第２条 省略 

 

 

（教育研究組織等） 

第３条 テニュアトラック教員の任期等については、別表のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４条～第６条 省略 

 

  附 則 省略 

 

 

 

 

 

第１条～第２条 省略（現行どおり） 

 

 

（任期等） 

第３条 テニュアトラック教員の任期等については、別表のとおりとする。 

２ テニュアトラック教員が、前項に規定する任期中に、国立大学法人東京農工

大学職員の労働時間、休暇等に関する規程第２４条第１項第六号に定める産前

休暇、同項第七号に定める産後休暇、国立大学法人東京農工大学育児休業・介

護休業等規程（以下「育休等規程」という。）第２条に定める育児休業（以下

「休業等」という。）を取得する（育児休業期間を延長する場合を含む。）場合

には、当該テニュアトラック教員の申出により、休業等を取得する期間の範囲

内で、１年を上限として１回に限り任期を延長することができる。 

３ 前項の規定に基づき任期の延長を認められたテニュアトラック教員が、育休

等規程第６条第１項各号の一（第８号及び第９号（介護休業を取得した場合を

除く。）を除く。）に該当し、育児休業を終了した場合で、休業等の期間が、延

長を認められた期間より短くなる場合の任期の延長期間は、休業等を開始した

日から、育児休業を終了した日までの期間とする。 

４ 前２項に係る手続きは、前条に規定する要項において定める。 

 

 

第４条～第６条 省略（現行どおり） 

 

  附 則 省略（現行どおり） 

   

 

 

附 則（２３教規程第４６号） 

この規程は、平成２３年１２月２６日から施行する。 


